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研究要旨 

 わが国におけるワクチンによるインフルエンザの予防と対策を標準的な手法で行うことを普及す

るために、インフルエンザの予防と対策の指針として世界標準である米国の予防接種諮問委員会

（ACIP）が毎年行っている勧告の 2013 年版の内容を翻訳して出版した。勧告は、2010 年より、月

齢６ヶ月以上のすべての人々に対する普遍的接種（universal vaccination）を勧奨している。本年

より米国ではＢ型インフルエンザを２種加えた４価ワクチンが承認され、それに伴いワクチンの略

記方法が変更された。その他、弱毒化生ワクチンや遺伝子組み換え株ワクチンに関する適応や注意

事項、インフルエンザの重症合併症の高危険群への対応、6～8 歳未満の小児に対する接種方法、抗

インフルエンザ薬との競合などについて述べている。 

 

 

 

 



Ａ.研究目的 
 わが国におけるインフルエンザの予防と対
策が、世界的な観点から標準的である手法に
よって行われることを普及する。 
 
Ｂ.研究方法 
 米国の予防接種諮問委員会（ACIP）のワク
チンによるインフルエンザの予防と対策に関
する勧告（2013 年版）1)を、標記の分担研究
者、研究協力者、共同研究者によって分担し
て翻訳し、入江、大藤、福島、小笹が分担し
て訳文チェックなどを行って共同編集し、鈴
木、前田、加瀬が各専門領域について点検し、
主任研究者および葛西が監修した。 
 
Ｃ.研究結果 
 本 年 の 勧 告 は ３ 年 ぶ り に 、
「Recommendation and Report/ Vol. 62/ No. 
7」として MMWR の分冊として発行された。
米国における 2013/14 シーズンのインフルエ
ン ザ ワ ク チ ン 株 は 、 A/California/7/2009
（H1N1）類似株（2009 年新型株で昨年と変
更 な し ） 、 A/Victoria/361/2011/H3N2
（cell-propagated prototype virus）の抗原類
似 株 （ 変 更 な し ） 、 お よ び
B/Massachusetts/2/2012 類似株（山形系統、
変更あり）であり、４価ワクチンとするとき
には、B/Brisbane/60/2008 類似株（Victoria
系統、以前に使用されたことあり）を加える
こととなった。 

4 価ワクチンが製造されるようになったの
で 、 従 来 の TIV (trivalent inactivated 
influenza vaccine) を、  IIV (inactivated 
influenza vaccine)に抗原数を数値で付記して
呼称することになった。すなわち、３価の不
活化ワクチン（鶏卵培養）の場合には IIV3 で
あり、４価の場合には IIV4 である。他のワク
チンについても同様であり、遺伝子組み換え
ワクチン株を使用した３価ワクチンは RIV3 
(recombinant hemagglutinin influenza 
vaccine)、弱毒化株を用いた 4 価ワクチンでは
LAIV4 (live-attenuated influenza vaccine)と
なる。もし、不活化ワクチンが鶏卵培養株で
なく細胞培養株(cell culture-based) であるこ
とを特に表示する場合には、“cc”を付けて
ccIIV3と表記する。 
 ワクチンの接種方法は、2010 年以後、6 ヶ
月以上の年齢のすべての人々に対して、毎年

の接種を 2012/13 シーズンについて行うこと
（universal vaccination）とされている。防御
レベルの抗体が産生されるまでの期間を考慮
すると、地域のインフルエンザ流行開始前に
接種するのが望ましく、予防接種を実施する
者はワクチンが入手でき次第、接種を始める
べきであり、ワクチン接種は全シーズンを通
して（すなわち、地域でインフルエンザが流
行している限り）継続すべきであるとしてい
る。 
ワクチンの種類としては、IIV4 は従来の

IIV3に加えて使用可能であり、6 ヶ月以上の人
を対象とする（商品製剤によっては制限のあ
るものがある）。LAIV3の代わりに LAIV4を使
用することが望ましく、健常な 2 歳から 49 歳
までの人を対象とする。ccIIV3 は 18 歳以上の
人を対象とする。RIV3 は 18 歳以上 50 歳未満
の人を対象とする。 
禁忌となるのは、IIV および ccIIV では、何

らかのワクチン成分（卵を含む）に対して、
または何らかのインフルエンザワクチン接種
後に、重度のアレルギー反応を発症したこと
のある人である。RIV では、何らかのワクチ
ン成分に対して重度のアレルギー反応を発症
したことのある人である。LAIV では、何らか
のワクチン成分（卵蛋白、ゲンタミシン、ゼ
ラチン、アルギニンなど）に対して、または
何らかのインフルエンザワクチン接種後に、
重度のアレルギー反応を発症したことのある
人、アスピリン治療を行っている人、および
以下に該当する人である 

2-4 歳の子どもで、12 ヶ月以内に喘鳴や喘
息があったと医療従事者に指摘されたもの、
または医療記録にその記載があるもの。喘息
のある人。慢性肺疾患、循環器疾患（高血圧
単独を除く）、腎臓、肝臓、神経、血液、内分
泌に関する基礎疾患（糖尿病を含む）を有す
る人。免疫抑制状態にある人（免疫抑制治療
や HIV 感染によるものを含む）。卵アレルギ
ーのある人。保護環境を必要とする重篤な免
疫抑制者に接触・介護する人。妊娠している
婦人。 
なお、すべてのインフルエンザワクチンに

ついて、有熱または無熱の中等度～重度の疾
病にかかっている人、およびインフルエンザ
ワクチン接種後６週間以内にギランバレー症
候群を発症した既往のある人は禁忌ではなく
「要警戒者」としている。 



 もしワクチンが不足する事態が生じた場合、
以下に示す、インフルエンザによる合併症の
リスクの高い人たちへの接種を優先すること
としている。これらの人の中での順位は付け
られていない 
50 歳以上の成人。喘息を含む慢性肺疾患、循
環器疾患（高血圧単独を除く）、腎臓、肝臓、
神経、血液、内分泌に関する基礎疾患（糖尿
病を含む）を有する人。免疫抑制状態にある
人（免疫抑制治療や HIV 感染によるものを含
む）。インフルエンザシーズン中に妊娠してい
る、あるいは妊娠する可能性のある人。6 カ月
から18歳の人で長期アスピリン投与を受けて
いる人。またそのためにインフルエンザウイ
ルスに感染したのちライ症候群を発症するリ
スクの高い人、長期療養所に入所している人、
アメリカ先住民、アラスカ先住民、BMI 40 以
上の重度肥満者。 
また、高危険群と接する機会のある人への

接種が強調されている。すなわち、介護保健
医療従事者、5 歳未満あるいは 50 歳以上の人
と家庭内で接触する人、特に 6 カ月未満の乳
児と接触する人、基礎疾患を有するためにイ
ンフルエンザに罹患した場合に重度合併症を
発症するリスクの高い人と家庭内で接触する
人である。これらの人のうち、重度の免疫抑
制状態の人と接する人は IIV または RIV を接
種し、他の場合は特に指示がなければどのワ
クチンを接種してもよい。 
 月齢 6 ヵ月～8 歳の小児がワクチン接種を
初めて受けるシーズンには、十分な免疫応答
を得るために、（少なくとも 4 週間の間隔をあ
けて）2 回の接種が必要である。過去に何らか
のインフルエンザワクチンを受けている場合
には、以下の２方法をとり、以下に該当しな
い場合には、今シーズンでの２回の接種が必
要である。 
１．2010 年 7 月 1 日以後の接種歴のみ考慮

する場合には、2010 年 7 月１日以後に、季節
性インフルエンザワクチンを合計２回以上接
種していれば、今シーズンは１回接種でよい。 
２. 2010 年 7 月 1 日以前の接種歴が判明し

ている場合には、2010 年 7 月 1 日以前に、季
節性インフルエンザワクチンを２回以上接種
し、2009(H1N1)単価ワクチンを１回以上接種
している場合、および 2010年 7月 1日以前に、
季節性インフルエンザワクチンを１回以上接
種し、2010 年 7 月 1 日以後に季節性インフル

エンザワクチンを１回以上接種している場合、
には今シーズンは１回でよい。 
インフルエンザワクチン接種と抗インフル

エンザウイルス薬の使用時期が重なる場合に
は、以下の取り扱いを行う。まず、抗インフ
ルエンザウイルス薬を治療または予防的に内
服している人への IIV 接種は可である。LAIV
は、抗インフルエンザウイルス薬を 48 時間以
上断薬した後に接種する。LAIV 接種後２週間
以内に抗インフルエンザウイルス薬を内服し
た場合には、 48 時間以上断薬した後にワクチ
ンを再接種する。LAIV 接種の 2 日以前から
14 日後の間に抗インフルエンザウイルス薬を
内服した場合には、後日に、承認されたいず
れかのワクチンを接種する。 
 
Ｄ.考察 
 本勧告のワクチン適応等は、米国 ACIP に
よるものであり、わが国の予防接種法に規定
されているものとは異なるが、インフルエン
ザワクチン接種の実施における日常の保健医
療活動の指針として、学術的に参考とする価
値があると考えられた。 
 
Ｅ.結論 
 米国疾病管理センター（CDC）の予防接種
諮問委員会（ACIP）の勧告を翻訳刊行した。
本研究は、インフルエンザの予防と対策の標
準的な手法の普及に貢献すると考えられる。 
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